
　

前
沢
区
字
石
田
地
内
「
奥
州
万
年
の
森
公

園
」
に
お
い
て
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
太
陽
光

発
電
事
業
（
事
業
面
積
53
・
７
ha
、
想
定
年
間

発
電
量
１
７
、
２
１
４
M
W
h
、
一
般
家
庭

４
、
８
０
０
世
帯
分
の
消
費
電
力
相
当
）
に
係

る
土
地
造
成
工
事
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

施
工
地
内
に
平
成
23
年
２
月
に
完
成
し
た
奥
州

金
ケ
崎
行
政
事
務
組
合
の
「
一
般
廃
棄
物
最
終

処
分
場
」
建
設
工
事
の
際
に
発
生
し
た
土
砂
約

12
万
㎥
が
山
積
み
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
土
砂
の

処
理
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
態
が
平
成
27
年

６
月
定
例
会
に
お
け
る
一
般
質
問
に
お
い
て
、

明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　

こ
の
土
砂
は
当
初
、
当
該
最
終
処
分
場
の
覆

土
と
し
て
使
用
す
る
ほ
か
、
公
共
事
業
用
地
に

使
用
す
る
と
い
う
名
目
で
、
市
と
行
政
組
合
の

申
し
合
わ
せ
に
よ
り
一
時
仮
置
き
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
、
い
つ
、
だ
れ
が
、

ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
が
明
確
に
示
さ
れ
て

お
ら
ず
、
太
陽
光
発
電
事
業
着
手
に
伴
い
、
支

障
と
な
る
こ
の
土
砂
の
撤
去
・
移
動
、
経
費
負

担
を
め
ぐ
っ
て
関
係
者
が
協
議
中
と
の
市
側
の

説
明
で
あ
っ
た
。

　

奥
州
市
議
会
臨
時
会
を
平
成
29
年
２
月
８
日
に
開
催
し
、
奥
州
万
年
の
森
に
お
け
る
太
陽
光

発
電
事
業
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
（
通
称
：
百
条
委
員
会
・
佐
藤
洋
委
員
長
）
が
ま
と
め

た
調
査
報
告
書
を
全
会
一
致
で
可
決
。
不
適
正
な
事
務
処
理
で
市
に
損
害
を
与
え
、
市
長
の
責

任
は
重
大
と
指
摘
し
た
。

　
真
相
究
明
に
特
別
委
員
会
設
置

臨時会で調査結果を報告する佐藤委員長



　
残
土
処
理
費
の
予
算
案
撤
回

　

そ
の
約
一
カ
月
後
の
平
成
27
年
７
月
21

日
、
市
長
が
臨
時
会
を
招
集
。
当
該
土
砂
の

活
用
方
法
等
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
関
係

者
（
市
・
行
政
組
合
・
民
間
事
業
者
）
と
協

議
し
た
が
、
市
費
負
担
に
よ
り
土
砂
を
廃
棄

せ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
理
由
で
、
土
砂
の
撤

去
費
用
試
算
額
９
、
８
０
０
万
円
を
予
算
措

置
す
る
補
正
予
算
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
そ

も
そ
も
一
時
仮
置
き
の
土
砂
を
な
ぜ
市
費
を

負
担
し
て
撤
去
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
経

過
の
説
明
不
足
と
関
係
者
へ
の
再
協
議
を
議

会
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
、
市
長
は
補
正
予
算

案
を
撤
回
、
再
度
関
係
者
と
協
議
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　
調
査
の
主
眼
点
は

　

そ
の
後
、
市
長
が
事
業
者
と
直
接
交
渉
を

行
い
、
平
成
27
年
８
月
28
日
開
催
の
全
員

協
議
会
に
お
い
て
、
土
砂
の
撤
去
費
用
９
、

８
０
０
万
円
は
両
者
折
半
の
形
と
し
、
事
業

者
が
当
初
提
案
し
て
い
た
地
域
貢
献
策
（
あ

ず
ま
屋
、
遊
歩
道
、
展
望
台
整
備
等
）
を
縮

小
・
見
直
す
こ
と
で
、
市
負
担
分
と
相
殺
す

る
決
着
を
得
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
点
ま
で
に
、
本

件
が
新
聞
報
道
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
市
民
の
関
心
も
高
く
、

土
砂
仮
置
き
の
経
過
、
太
陽
光
発
電
事
業
者

の
選
定
方
法
、
土
砂
撤
去
費
用
の
発
生
経
過

な
ど
に
つ
い
て
議
会
と
し
て
の
真
相
究
明
を

望
む
声
が
高
ま
り
、
事
業
者
と
の
直
接
交
渉

で
市
費
負
担
な
し
と
す
る
市
長
説
明
だ
け
で

は
、
市
民
理
解
が
得
ら
れ
な
い
状
況
と
な
っ

て
い
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
複
数
の
会
派

か
ら
「
真
相
を
究
明
す
る
た
め
に
地
方
自
治

法
第
1
0
0
条
の
規
定
に
基
づ
く
調
査
を
行

う
べ
き
」
と
の
声
が
上
が
り
、
平
成
27
年
９

月
25
日
の
９
月
定
例
会
最
終
日
、
賛
成
多
数

（
賛
成
17
反
対
９
）
に
よ
り
当
委
員
会
を
設

置
し
た
。

　

調
査
す
る
に
当
た
り
、
大
き
な
主
眼
点
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴　

太
陽
光
発
電
事
業
決
定
に
至
る
経

過
に
つ
い
て

⑵　

太
陽
光
発
電
事
業
者
の
選
定
に
係

る
経
過
に
つ
い
て

⑶　

市
に
よ
る
残
土
処
理
の
決
定
に
至

る
経
過
に
つ
い
て

　

こ
の
調
査
の
結
果
、
次
の
事
項
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

　

⑴　

不
適
正
な
事
務
処
理

　

⑵　

損
害
の
発
生

　

⑶　

市
長
の
責
任

　

⑷　

求
め
ら
れ
る
改
善
点

平
成
27
年
９
月
25
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
１
回
】

　

①
正
副
委
員
長
の
互
選
に
つ
い
て

平
成
27
年
10
月
20
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
２
回
】

　

①
幹
事
会
の
構
成
に
つ
い
て　

②
今
後
の
調
査
内
容
等
に
つ

い
て

平
成
27
年
11
月
26
日

　

調
査
特
別
委
員
会　

意
見
交
換
会

　

助
言
弁
護
士
２
名
と
幹
事
７
名
に
よ
る
意
見
交
換
会
（
仙
台
市
）

平
成
27
年
12
月
２
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
３
回
】

　

①
調
査
特
別
委
員
会
運
営
要
領
の
制
定
に
つ
い
て　

②
助
言

弁
護
士
の
選
任
に
つ
い
て　

③
調
査
権
限
及
び
調
査
経
費
の

追
加
申
し
出
に
つ
い
て　

④
記
録
の
提
出
請
求
に
つ
い
て　

⑤
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て

平
成
27
年
12
月
18
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
４
回
】

　

①
調
査
権
限
及
び
調
査
経
費
の
追
加
申
出
に
つ
い
て　

②
記

録
の
提
出
請
求
に
つ
い
て

平
成
28
年
１
月
15
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
５
回
】

　

①
記
録
提
出
要
求
に
つ
い
て

平
成
28
年
２
月
８
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
６
回
】

　

①
請
求
資
料
の
確
認
に
つ
い
て　

②
記
録
の
提
出
要
求
に
つ

い
て　

③
作
業
分
担
の
編
成
等
に
つ
い
て　

④
今
後
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

平
成
28
年
３
月
５
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
意
見
交
換
会
】

　

助
言
弁
護
士
と
今
後
の
調
査
方
法
等
に
つ
い
て
意
見
交
換

平
成
28
年
３
月
22
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
７
回
】

　

①
要
求
記
録
の
確
認
に
つ
い
て　

②
記
録
の
提
出
要
求
に
つ

い
て　

③
調
査
照
会
に
つ
い
て　

④
平
成
28
年
度
調
査
経
費

の
限
度
額
に
つ
い
て　

⑤
幹
事
長
の
選
任
に
つ
い
て

平
成
28
年
４
月
20
日
【
第
８
回
】

　

①
記
録
送
付
要
求
及
び
調
査
照
会
の
結
果
に
つ
い
て　

②
今

後
の
進
め
方
に
つ
い
て

平
成
28
年
４
月
27
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
９
回
】

　

①
証
人
喚
問
に
係
る
証
人
の
選
定
に
つ
い
て　

②
今
後
の
進

め
方
に
つ
い
て　

③
証
人
喚
問
に
係
る
証
人
の
出
頭
を
求
め

る
日
時
に
つ
い
て

平
成
28
年
５
月
６
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
10
回
】

　

①
証
人
へ
の
尋
問
に
お
け
る
質
問
事
項
に
つ
い
て

　

証
人
喚
問
（
市
長
・
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
長
・
前
総
務

企
画
部
長
・
前
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
長
の
４
名
）

平
成
28
年
６
月
14
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
11
回
】

　

①
平
成
28
年
５
月
６
日
開
催
の
証
人
喚
問
に
係
る
と
り
ま
と

　

め
に
つ
い
て　

②
調
査
照
会
に
つ
い
て　

③
記
録
の
提
出
要

求
に
つ
い
て　

④
証
人
喚
問
に
つ
い
て

平
成
28
年
６
月
24
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
12
回
】

　

①
調
査
照
会
及
び
記
録
送
付
要
求
の
結
果
に
つ
い
て　

②
証

人
へ
の
尋
問
事
項
に
つ
い
て

　

証
人
喚
問
（
市
長
・
前
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
長
の
２
名
）

平
成
28
年
８
月
４
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
13
回
】

　

①
平
成
28
年
６
月
24
日
開
催
の
証
人
喚
問
に
係
る
と
り
ま
と

　

め
に
つ
い
て　

②
調
査
照
会
に
つ
い
て　

③
記
録
の
提
出
要

求
に
つ
い
て

平
成
28
年
８
月
29
日

　

調
査
特
別
委
員
会　

意
見
交
換
会

　

助
言
弁
護
士
と
委
員
全
員
に
よ
る
意
見
交
換
会
（
委
員
会
室
）

平
成
28
年
９
月
15
日　

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
14
回
】

　

①
報
告
書
の
ま
と
め
に
つ
い
て　

②
更
な
る
証
人
喚
問
・
文

書
照
会
の
必
要
性
に
つ
い
て　

③
平
成
28
年
度
調
査
経
費
の

限
度
額
の
変
更
に
つ
い
て

平
成
28
年
10
月
19
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
15
回
】

　

①
報
告
書
の
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て　

②
調
査
照
会
に
つ
い

て　

③
記
録
の
提
出
要
求
に
つ
い
て　

④
参
考
人
の
出
席
要

求
に
つ
い
て

平
成
28
年
11
月
４
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
16
回
】

　

①
調
査
照
会
及
び
記
録
送
付
要
求
の
結
果
に
つ
い
て　

②
参

考
人
聴
取
の
方
法
等
に
つ
い
て　

③
参
考
人
へ
の
質
問
内
容

に
つ
い
て

　

参
考
人
招
致
（
前
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
長
・
総
務
企
画

部
政
策
企
画
課
長
・
前
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
企
画
推
進

係
長
の
３
名
）

平
成
28
年
11
月
30
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
17
回
】

　

①
報
告
書
の
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て

平
成
28
年
12
月
20
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
18
回
】

　

①
報
告
書
の
ま
と
め
に
つ
い
て

平
成
28
年
12
月
26
日

　

調
査
特
別
委
員
会
勉
強
会

　

報
告
書
案
に
対
す
る
意
見
交
換

平
成
29
年
１
月
19
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
19
回
】

　

①
報
告
書
に
つ
い
て　

②
特
別
委
員
会
の
終
結
に
つ
い
て

　

当
委
員
会
は
、
市
長
以
下
、
関
係
人
に
対

す
る
証
人
喚
問
や
参
考
人
招
致
及
び
請
求
し

た
多
数
の
資
料
や
記
録
、
そ
し
て
関
係
職
員

の
内
部
情
報
等
を
も
と
に
調
査
し
、
以
下
の

結
論
に
達
し
た
。

　

奥
州
万
年
の
森
公
園
地
内
に
お
け
る
太
陽

光
発
電
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
の
導

入
決
定
か
ら
事
業
者
選
定
の
一
連
の
事
務
処

理
は
、
公
募
要
領
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
選
定
要

領
、
そ
し
て
地
方
自
治
法
及
び
市
条
例
等
に

鑑
み
、
公
平
か
つ
公
正
に
対
す
る
配
慮
に
欠

け
、
地
方
行
政
の
事
務
執
行
の
基
本
か
ら
逸

脱
し
た
不
適
正
な
事
務
処
理
で
あ
る
。

　

具
体
的
な
事
例
と
し
て
は
、
一
事
業
者
の

事
業
計
画
に
依
存
し
、
無
償
で
の
技
術
協

力
・
支
援
を
受
け
、
事
業
導
入
か
ら
事
業
者

選
定
ま
で
同
事
業
者
の
提
案
に
添
う
形
で
進

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
評
価
委
員
会
の
審
査

経
過
、
評
価
基
準
、
企
画
提
案
書
な
ど
を
非

公
開
と
し
た
こ
と
。
さ
ら
に
、
市
に
よ
る
残

　
審
査
経
過
、
評
価
基
準
は
非
公
開
に

　
委
員
会
開
催
状
況

奥州万年の森公園に設置されたメガソーラー
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う
考
え
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
執
行
責
任

者
と
し
て
市
長
が
行
う
べ
き
指
示
は
「
ル
ー

ル
に
従
い
、
手
順
を
守
ら
せ
る
」
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
上
で
慎
重
か
つ
適
切
な
判
断
が
必

要
で
あ
っ
た
。

　

残
土
処
理
に
つ
い
て
は
、
本
来
公
募
要

領
、
当
該
基
本
協
定
書
の
定
め
に
よ
れ
ば
、

事
業
者
が
処
理
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の

残
土
処
理
に
対
し
て
市
長
は
、
こ
の
残
土

は
、
奥
州
金
ケ
崎
行
政
事
務
組
合
が
覆
土
用

に
使
用
す
る
も
の
と
、
市
が
有
効
活
用
す
る

も
の
と
で
あ
る
と
何
度
も
公
の
場
で
明
言
し

て
い
る
。
市
に
と
っ
て
必
要
な
残
土
で
あ
る

と
の
認
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
募
要
領
に

は
「
造
成
は
事
業
者
が
行
う
」
と
い
う
条
件

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
該
基
本
協
定

書
及
び
当
該
土
地
賃
貸
借
契
約
書
に
は
、
市

が
有
効
活
用
す
る
旨
は
何
も
明
記
さ
れ
て
い

な
い
。

　
損
害
の
責
任
は
市
長
に
あ
る

　

ま
た
、
事
業
者
選
定
に
お
い
て
は
、
一
事

業
者
の
提
案
を
勘
案
し
た
形
で
公
募
型
プ
ロ

ポ
ー
ザ
ル
方
式
を
導
入
し
、
そ
の
方
式
を
提

案
し
た
事
業
者
を
優
先
事
業
者
と
し
て
決
定

し
た
。

　

こ
の
優
先
事
業
者
は
、
公
募
前
の
設
備
認

定
、
接
続
申
請
等
の
技
術
協
力
・
支
援
を
市

に
無
償
で
行
っ
て
お
り
、
企
画
提
案
書
を
作

成
す
る
上
で
明
ら
か
に
有
利
な
立
場
に
あ
っ

た
と
言
え
る
。

　

市
長
は
、
公
募
要
領
、
当
該
基
本
協
定
書

及
び
当
該
土
地
賃
貸
借
契
約
書
の
内
容
が

適
正
か
ど
う
か
判
断
を
す
る
立
場
に
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
慎
重
な
検
討
を
せ
ず
に
決

裁
を
行
っ
て
い
る
。
残
土
処
理
、
事
業
者
選

定
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
そ
の
行
為
は

安
易
で
放
任
的
、
職
務
怠
慢
で
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
結
果
、
奥
州
市
に
多

大
な
損
害
を
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
責

任
は
市
長
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
う
え
市

長
は
、
一
連
の
経
過
に
つ
い
て
、
事
後
に
事

実
を
知
っ
た
と
の
担
当
職
員
に
責
任
を
転
嫁

す
る
よ
う
な
発
言
を
続
け
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
は
、
市
民
の
負
託
を
得
た
市
長
と
し

て
、
責
任
感
の
欠
如
と
し
か
言
い
よ
う
の
な

い
行
為
で
あ
る
。

平
成
27
年
９
月
25
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
１
回
】

　

①
正
副
委
員
長
の
互
選
に
つ
い
て

平
成
27
年
10
月
20
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
２
回
】

　

①
幹
事
会
の
構
成
に
つ
い
て　

②
今
後
の
調
査
内
容
等
に
つ

い
て

平
成
27
年
11
月
26
日

　

調
査
特
別
委
員
会　

意
見
交
換
会

　

助
言
弁
護
士
２
名
と
幹
事
７
名
に
よ
る
意
見
交
換
会
（
仙
台
市
）

平
成
27
年
12
月
２
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
３
回
】

　

①
調
査
特
別
委
員
会
運
営
要
領
の
制
定
に
つ
い
て　

②
助
言

弁
護
士
の
選
任
に
つ
い
て　

③
調
査
権
限
及
び
調
査
経
費
の

追
加
申
し
出
に
つ
い
て　

④
記
録
の
提
出
請
求
に
つ
い
て　

⑤
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て

平
成
27
年
12
月
18
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
４
回
】

　

①
調
査
権
限
及
び
調
査
経
費
の
追
加
申
出
に
つ
い
て　

②
記

録
の
提
出
請
求
に
つ
い
て

平
成
28
年
１
月
15
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
５
回
】

　

①
記
録
提
出
要
求
に
つ
い
て

平
成
28
年
２
月
８
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
６
回
】

　

①
請
求
資
料
の
確
認
に
つ
い
て　

②
記
録
の
提
出
要
求
に
つ

い
て　

③
作
業
分
担
の
編
成
等
に
つ
い
て　

④
今
後
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

平
成
28
年
３
月
５
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
意
見
交
換
会
】

　

助
言
弁
護
士
と
今
後
の
調
査
方
法
等
に
つ
い
て
意
見
交
換

平
成
28
年
３
月
22
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
７
回
】

　

①
要
求
記
録
の
確
認
に
つ
い
て　

②
記
録
の
提
出
要
求
に
つ

い
て　

③
調
査
照
会
に
つ
い
て　

④
平
成
28
年
度
調
査
経
費

の
限
度
額
に
つ
い
て　

⑤
幹
事
長
の
選
任
に
つ
い
て

平
成
28
年
４
月
20
日
【
第
８
回
】

　

①
記
録
送
付
要
求
及
び
調
査
照
会
の
結
果
に
つ
い
て　

②
今

後
の
進
め
方
に
つ
い
て

平
成
28
年
４
月
27
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
９
回
】

　

①
証
人
喚
問
に
係
る
証
人
の
選
定
に
つ
い
て　

②
今
後
の
進

め
方
に
つ
い
て　

③
証
人
喚
問
に
係
る
証
人
の
出
頭
を
求
め

る
日
時
に
つ
い
て

平
成
28
年
５
月
６
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
10
回
】

　

①
証
人
へ
の
尋
問
に
お
け
る
質
問
事
項
に
つ
い
て

　

証
人
喚
問
（
市
長
・
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
長
・
前
総
務

企
画
部
長
・
前
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
長
の
４
名
）

平
成
28
年
６
月
14
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
11
回
】

　

①
平
成
28
年
５
月
６
日
開
催
の
証
人
喚
問
に
係
る
と
り
ま
と

　

め
に
つ
い
て　

②
調
査
照
会
に
つ
い
て　

③
記
録
の
提
出
要

求
に
つ
い
て　

④
証
人
喚
問
に
つ
い
て

平
成
28
年
６
月
24
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
12
回
】

　

①
調
査
照
会
及
び
記
録
送
付
要
求
の
結
果
に
つ
い
て　

②
証

人
へ
の
尋
問
事
項
に
つ
い
て

　

証
人
喚
問
（
市
長
・
前
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
長
の
２
名
）

平
成
28
年
８
月
４
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
13
回
】

　

①
平
成
28
年
６
月
24
日
開
催
の
証
人
喚
問
に
係
る
と
り
ま
と

　

め
に
つ
い
て　

②
調
査
照
会
に
つ
い
て　

③
記
録
の
提
出
要

求
に
つ
い
て

平
成
28
年
８
月
29
日

　

調
査
特
別
委
員
会　

意
見
交
換
会

　

助
言
弁
護
士
と
委
員
全
員
に
よ
る
意
見
交
換
会
（
委
員
会
室
）

平
成
28
年
９
月
15
日　

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
14
回
】

　

①
報
告
書
の
ま
と
め
に
つ
い
て　

②
更
な
る
証
人
喚
問
・
文

書
照
会
の
必
要
性
に
つ
い
て　

③
平
成
28
年
度
調
査
経
費
の

限
度
額
の
変
更
に
つ
い
て

平
成
28
年
10
月
19
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
15
回
】

　

①
報
告
書
の
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て　

②
調
査
照
会
に
つ
い

て　

③
記
録
の
提
出
要
求
に
つ
い
て　

④
参
考
人
の
出
席
要

求
に
つ
い
て

平
成
28
年
11
月
４
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
16
回
】

　

①
調
査
照
会
及
び
記
録
送
付
要
求
の
結
果
に
つ
い
て　

②
参

考
人
聴
取
の
方
法
等
に
つ
い
て　

③
参
考
人
へ
の
質
問
内
容

に
つ
い
て

　

参
考
人
招
致
（
前
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
長
・
総
務
企
画

部
政
策
企
画
課
長
・
前
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
企
画
推
進

係
長
の
３
名
）

平
成
28
年
11
月
30
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
17
回
】

　

①
報
告
書
の
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て

平
成
28
年
12
月
20
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
18
回
】

　

①
報
告
書
の
ま
と
め
に
つ
い
て

平
成
28
年
12
月
26
日

　

調
査
特
別
委
員
会
勉
強
会

　

報
告
書
案
に
対
す
る
意
見
交
換

平
成
29
年
１
月
19
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
19
回
】

　

①
報
告
書
に
つ
い
て　

②
特
別
委
員
会
の
終
結
に
つ
い
て

　
多
大
な
損
害
を
市
に
与
え
る

土
の
全
量
撤
去
決
定
に
至
る
検
討
過
程
の
不

透
明
さ
と
重
要
事
項
の
決
裁
に
お
け
る
責
任

の
所
在
が
曖
昧
な
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
市
長
及
び
関
係
職
員
の
法
令

遵
守
の
意
識
の
希
薄
さ
と
市
民
の
財
産
を
管

理
す
る
と
い
う
責
任
感
の
欠
如
が
招
い
た
結

果
で
あ
る
。

　

市
長
は
、
今
回
の
不
適
正
な
事
務
執
行
に

よ
り
多
大
な
損
害
を
奥
州
市
に
与
え
た
。
具

体
的
に
は
、
残
土
処
理
費
用
を
事
業
所
と
折

半
す
る
こ
と
に
よ
る
、
市
に
入
る
べ
き
土
地

の
賃
料
減
額
分
２
、
３
３
８
万
円
と
地
域
貢

献
事
業
の
見
直
し
に
伴
う
事
業
費
削
減
分
と

の
総
額
４
、
９
０
０
万
円
で
あ
る
。

　

こ
の
損
害
を
被
っ
た
責
任
は
市
長
に
あ

り
、
こ
の
事
態
を
真
摯
に
反
省
し
、
自
ら
そ

の
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。

　

市
長
に
は
、
地
方
自
治
法
を
は
じ
め
と
す

る
関
係
法
令
に
基
づ
き
誠
実
か
つ
堅
実
に
管

理
を
行
う
法
的
責
任
が
あ
る
。
今
回
の
事
務

処
理
に
関
し
て
も
、
市
政
の
最
高
責
任
者
と

し
て
の
市
長
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。

　
残
土
は
事
業
者
が
処
理
す
べ
き

　

当
該
事
業
を
決
定
し
た
政
策
判
断
は
「
迅

速
な
決
断
が
市
民
の
利
益
に
繋
が
る
」
と
い 奥州万年の森公園に設置されたメガソーラー
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管
理
監
督
の
再
構
築
を

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
当
委
員
会
と
し
て
、

こ
の
事
実
は
、
最
高
責
任
者
で
あ
る
市
長
の

管
理
監
督
意
識
の
希
薄
さ
と
関
係
職
員
の
規

律
厳
守
の
欠
如
が
招
い
た
結
果
で
あ
る
と
断

定
す
る
。
市
長
は
、
責
任
の
重
さ
を
深
く
自

覚
す
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
内
部
統
制
、
管

理
監
督
体
制
の
再
構
築
に
取
り
組
む
べ
き
で

あ
る
。

　

併
せ
て
、
今
回
の
事
案
に
よ
り
市
政
の
混

乱
と
市
民
の
信
頼
低
下
を
招
き
、
行
政
の
停

滞
を
引
き
起
こ
し
た
責
任
を
市
長
は
深
く
反

省
し
、
自
ら
を
厳
し
く
律
す
る
と
と
も
に
、

関
係
職
員
を
含
め
そ
の
職
責
に
応
じ
た
厳
正

な
処
分
を
行
う
こ
と
を
強
く
求
め
る
も
の
で

あ
る
。

　
求
め
ら
れ
る
積
極
的
な
情
報
公
開

　

万
年
の
森
太
陽
光
発
電
事
業
の
よ
う
な
大

規
模
事
業
に
お
い
て
、
通
常
の
行
政
運
営

か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
事
案
が

な
ぜ
発
生
し
た
の
か
、
市
長
及
び
関
係
職
員

か
ら
は
納
得
で
き
る
説
明
は
得
ら
れ
な
か
っ

た
。

　

特
に
も
、
基
本
協
定
に
反
し
て
、
最
終
的

に
市
が
残
土
の
全
量
撤
去
を
決
定
し
た
経
過

に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
思
決
定
の
曖
昧
さ
に

原
因
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
市

長
と
関
係
職
員
の
連
携
不
足
を
示
す
説
明
も

あ
り
、
組
織
と
し
て
内
部
統
制
を
欠
い
た
状

態
と
断
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

ま
た
、
事
業
者
選
定
に
係
る
評
価
委
員
の

選
任
経
過
、
公
募
に
参
加
し
た
事
業
者
の

企
画
提
案
書
、
評
価
基
準
と
そ
れ
に
基
づ
く

評
価
結
果
は
、
い
ず
れ
も
情
報
公
開
に
応
じ

て
い
な
い
。
市
民
の
知
る
権
利
を
奪
う
こ
の

よ
う
な
行
為
は
、
厳
に
許
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
現
在
、
全
国
ど
の
自
治
体
に
お
い
て

も
、
事
業
の
透
明
化
と
市
民
と
の
情
報
共
有

は
行
政
運
営
の
基
本
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
情
報
開
示
が
な
さ
れ
な
い
た

め
、
調
査
が
長
期
化
し
た
上
、
事
業
者
選
定

に
不
明
瞭
な
点
が
残
っ
た
。
市
は
、
積
極
的

に
情
報
公
開
を
行
い
、
市
事
業
へ
の
市
民
理

解
を
得
る
努
力
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

［委員の構成］
区　長 氏　　名 所属会派
委 員 長 佐　藤　　　洋 新 世 会
副委員長 菅　原　　　明 日本共産党
幹 事 長 阿　部　加代子 公 明 党
幹 事 鈴 木 雅 彦 奥 和 会
幹 事 菊 池 利 美 新 世 会
幹 事 千 葉 正 文 奥 和 会
幹 事 加　藤　　　清 新 世 会
幹 事 千 葉 悟 郎 市民クラブ
幹 事 佐 藤 邦 夫 市民クラブ
幹 事 内 田 和 良 無 会 派
幹 事 及 川 善 男 日本共産党
委 員 千　葉　　　敦 日本共産党
委 員 葊 野 富 男 市民クラブ
委 員 及　川　　　佐 奥 和 会
委 員 菅 原 圭 子 新 世 会
委 員 菅 原 由 和 奥 和 会
委 員 飯 坂 一 也 公 明 党
委 員 髙 橋 政 一 市民クラブ
委 員 佐 藤 郁 夫 市民クラブ
委 員 中 西 秀 俊 奥 和 会
委 員 小野寺　隆　夫 奥 和 会
委 員 中 澤 俊 明 奥 和 会
委 員 藤 田 慶 則 奥 和 会
委 員 今 野 裕 文 日本共産党
委 員 渡　辺　　　忠 奥 和 会
委 員 小野寺　　　重 無 会 派

調査報告書を小沢市長（右）に手渡す佐藤議長（中）
及び佐藤委員長（左）
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